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議案第６０号 

令和６年度射水市一般会計補正予算（第３号） 

 

議案第６１号 

令和６年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第６２号 

令和６年度射水市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第６３号 

令和６年度射水市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第６４号 

令和６年度射水市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

議案第６５号 

令和６年度射水市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

議案第６６号 

令和６年度射水市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

 

　　以上７議案については、別途説明につき説明省略 

 



2

議案第６７号 

　射水市市税条例の一部改正について 

　（説　明） 

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、本市条例について所要の改

正を行うもの。 

 

１　改正内容 

　　固定資産税の非課税の適用を受けようとする者のうち学校法人等がすべき申告に関

する規定については、地方税法の規定を引用しており、同法の改正により引用条項が改

められることに伴い、本条例中の引用条項について改正するもの。 

２　施行期日 

　　令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６８号 

　射水市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

　（説　明） 

　射水市災害弔慰金等支給審査委員会を設置することに伴い、本市条例について所要の改

正を行うもの。 

 

１　改正内容 

　　災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）第１８条の規定により、

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するための機関の設置

に関する規定を追加するもの。 

２　施行期日 
　　条例公布の日 
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議案第６９号 

　射水市国民健康保険条例の一部改正について 

　（説　明） 

　国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）の一部改正に伴い、 
本市条例について所要の改正を行うもの。 
 
１　改正内容 
　　本条例において、被保険者証に係る罰則規定については法の規定を引用しており、被

保険者証の廃止に伴い、法の規定中、被保険者証の交付及び返還に係る規定が改められ

ることから、本条例について同様に改正するもの。 
２　施行期日 
　　令和６年１２月２日 
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議案第７０号 

　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

　（説　明） 
　健康保険証のマイナンバーカードへの一本化に伴い、行政手続における特定の個人を識 

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」とい 

う。）第９条第２項の規定による事務の処理に関し、庁内で個人番号（マイナンバー）を 

利用した情報連携を行うため、本市条例について所要の改正を行うもの。 

 

１　改正内容 
　　番号法第９条第２項の規定により行う事務において、庁内連携する特定個人情報（個

人番号をその内容に含む個人情報をいう。）に、医療保険給付関係情報を追加するもの。 

 
２　施行期日 
　　条例公布の日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 対象となる事務 特定個人情報

 射水市子ども医療費助成に関する条例（平成１７年射水市

条例第１４０号）による子どもの医療費助成に関する事務

住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

 射水市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成１７

年射水市条例第１４３号）によるひとり親等の医療費助成

に関する事務

地方税関係情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

 射水市重度心身障害者等医療費助成に関する条例（平成１

７年射水市条例第１５２号）による重度心身障害者等の医

療費助成に関する事務

地方税関係情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

 射水市妊産婦医療費助成に関する条例（平成１７年射水市

条例第１４１号）による妊産婦の医療費助成に関する事務

地方税関係情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報
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議案第７１号 

　射水市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

　（説　明） 

　射水市民病院において、現在実施しているリハビリテーション部門の機能を強化するた

め、新たに診療科としてリハビリテーション科を設置することに伴い、本市条例について

所要の改正を行うもの。 

 

１　改正内容 

　　診療科目にリハビリテーション科を追加するもの。 

２　施行期日 

　　条例公布の日 
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議案第７２号 

　字の区域の変更及び廃止について 

　（説　明） 

　射水市本開発地区土地区画整理事業に伴う換地処分のため、字の区域を変更し、及び廃

止する必要が生じたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規

定により、議会の議決を求めるもの。 

　施行期日　　換地処分の公告があった日の翌日 

 

〈地籍調書〉 

１　字の区域の変更に関するもの 

　 

２　字の区域の廃止に関するもの 

　 
 
 
 
 
 
 

 
市町村名 大字名 字名 筆数 地積（㎡） 備　　考

 
射水市 

 

 

 

 

今井 7 1,952.01
大字本開発に編入  

新開発 1 1,088.11

 
本開発 石田 12 2,902.77

大字新開発に編入  
下ノ田 1 3.11

 
本開発 石田 6 299.57

大字今井に編入
 

新開発 4 1,636.87

 
計 31 7,882.44

 
市町村名 大字名 字名 筆数 地積（㎡） 備　　考

 
射水市 本開発 下ノ田 114 21,353.55

 
石田 183 57,485.15

 
前田 8 670.54

 
計 305 79,509.24
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議案第７３号 

　動産の取得について 

　（説　明） 

令和６年８月２０日に指名競争入札に付した凍結防止剤散布車の購入について、議会の議決を求めるもの（地方自治法第９６条第

１項第８号、同法施行令第１２１条の２第２項（別表第４）、同法施行令第１６７条、射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条）。 

 

資料提供　射水市本開発地区土地区画整理組合
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【変更後】 【変更前】

資料提供　射水市本開発地区土地区画整理組合
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議案第７３号 

　動産の取得について 

　（説　明） 

令和６年８月２０日に指名競争入札に付した凍結防止剤散布車の購入について、議会の

議決を求めるもの（地方自治法第９６条第１項第８号、同法施行令第１２１条の２第２項

（別表第４）、同法施行令第１６７条、射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
議案第７４号 

　動産の取得について 

　（説　明） 

　令和６年６月１２日に指名競争入札に付した消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入に

ついて、議会の議決を求めるもの（地方自治法第９６条第１項第８号、同法施行令第１２

１条の２第２項（別表第４）、同法施行令第１６７条、射水市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条）。 

 

 

 
 
 
 
 

 名　　称 数量 取得の方法 取得金額 契約の相手方 納　期

 凍結防止剤散布車 ２台 指名競争入札に

よる契約

43,120,000円 

（うち消費税等

3,920,000円）

富山市下冨居二丁目13番

81号 

株式会社三越 

代表取締役社長　佐々木

　智章

令和7年 

3月31日

 名　　称 数量 取得の方法 取得価格 契約の相手方 納　期

 消防ポンプ自動車

（ＣＤ－Ⅰ型）

１台 指名競争入札に

よる契約

20,680,000円 

（うち消費税等 

1,880,000円）

富山市牛島新町4番10号 

株式会社モリタ富山営

業所 

所長　土居　典生

令和7年 

2月28日
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議案第７５号 

　射水市フットボールセンター災害復旧工事請負契約について 

　（説　明） 

　令和６年８月９日に制限付き一般競争入札に付した射水市フットボールセンター災害

復旧工事について、次のとおり請負契約を締結したいので、議会の議決を求めるもの（地

方自治法第９６条第１項第５号、同法施行令第１２１条の２第１項（別表第３）、射水市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条）。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 工事区分 契約金額 契約の方法 契約の相手方 工　　期

 土木一式

工事

530,200,000円 

（うち消費税等　　 

48,200,000円） 

制限付き一般

競争入札によ

る契約

佐藤工業・牧田組・四方組射水市フ

ットボールセンター災害復旧工事

共同企業体 
 
代表者 
富山市桜木町1番11号 

佐藤工業株式会社北陸支店 

常務執行役員支店長　川島　康広 

 

構成員 

射水市庄西町一丁目18番33号 

株式会社牧田組 
代表取締役社長　牧田　和樹 
 
構成員　 
射水市作道685番地2 
株式会社四方組 
代表取締役　井坂　理恵子 

契約締結の日 
～ 

令和7年3月26日 
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議案第７６号　 
令和５年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

　（説　明） 

　　当年度純利益　　　　　　　　　　２６３，１７３，６４５円 …… (Ａ) 

　　前年度繰越利益剰余金　　　　　　　　　　６９６，６７８円 …… (Ｂ) 

　　その他未処分利益剰余金変動額　　２５９，０００，０００円 …… (Ｃ) 

　　当年度未処分利益剰余金　　　　　５２２，８７０，３２３円 …… (Ｄ) 

　　 （ (Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ) ） 

 

　　利益剰余金処分額【剰余金処分計算書（案）】 

　　　資本金　　　　　　　　　　　  ２５９，０００，０００円 

　　　減債積立金                    ２６３，０００，０００円 

　　　　　計                        ５２２，０００，０００円 …… (Ｅ) 

 

　　この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金（ (Ｄ)－(Ｅ) ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８７０，３２３円 

（剰余金の処分等＝地方公営企業法第３２条） 
 
 

 

議案第７７号　 

令和５年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

　（説　明） 

　　当年度純利益　　　　　　　　　　３５２，８００，６２４円 …… (Ａ) 

　　前年度繰越利益剰余金　　　　　　　　　　７８２，９６３円 …… (Ｂ) 

　　その他未処分利益剰余金変動額　　４４１，３２７，３４５円 …… (Ｃ) 

　　当年度未処分利益剰余金　　　　　７９４，９１０，９３２円 …… (Ｄ) 
（ (Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ) ） 

　　 

　　利益剰余金処分額【剰余金処分計算書（案）】 

　　　資本金　　　　　　　　　　　　４４１，３２７，３４５円 

減債積立金　　　　　　　　　　３５３，０００，０００円 

　　計　　　　　　　　　　　　７９４，３２７，３４５円 …… (Ｅ) 

 

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金( (Ｄ)－(Ｅ) ) 

５８３，５８７円 

（剰余金の処分等＝地方公営企業法第３２条） 
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報告第１２号 

　専決処分の報告について 

　（説　明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会において

指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する

もの。 

 

和解及び損害賠償額の決定 

 

 専決処分

番    号 専決処分年月日 専決処分の内容

 

１１ 令和６年５月２１日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　　　　５０パーセント 

　　　　　　　　　相手方　　５０パーセント 

損害賠償額　市　　　　４，４００円 

　　　　　　　　　相手方　　４，４００円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市外在住１名 

３　事由 

　　　市道雑木による車両破損事故 

　　　　発生日　令和６年３月２５日 

　　　　場　所　射水市奈呉の江地内

 

１２ 令和６年６月５日

１　和解及び損害賠償の内容 
　　　責任割合　　市　　　　１０パーセント 
　　　　　　　　　相手方　　９０パーセント 
　　　損害賠償額　市　　　　３６，８２９円 
　　　　　　　　　相手方　３６２，１７２円 
２　和解及び損害賠償の相手方 
　　　射水市内１法人 
３　事由 
　　　公用車と相手方車両の接触等事故 
　　　　発生日　令和５年１２月２２日 
　　　　場　所　射水市八塚地内

 

１３ 令和６年５月２８日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　　７８，１００円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市在住１名 

３　事由 

　　　除雪車による物損事故 

　　　　発生日　令和５年１２月２３日 

　　　　場　所　射水市庄西町一丁目地内
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 専決処分

番    号
専決処分年月日 専決処分の内容

 

１４ 令和６年６月４日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　５７０，１８７円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市内１法人 

３　事由 

　　　除雪車による物損事故 

　　　　発生日　令和５年１２月２３日 

　　　　場　所　射水市本江地内

 

１５ 令和６年６月２７日

１　和解及び損害賠償の内容 
　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　５５，６６０円 
２　和解及び損害賠償の相手方 
　　　射水市在住１名 
３　事由 
　　　刈払機での除草作業に伴う飛び石による 

車両破損事故 
　　　　発生日　令和６年６月６日 
　　　　場　所　射水市立小杉小学校

 

１６ 令和６年７月２５日

１　和解及び損害賠償の内容 
　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　１０７，７４５円 
２　和解及び損害賠償の相手方 
　　　射水市在住１名 
３　事由 
　　　消防ポンプ自動車による車両破損事故 
　　　　発生日　令和６年６月１６日 
　　　　場　所　射水市島地内

 

１７ 令和６年５月１５日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　　　　６０パーセント 

　　　　　　　　　相手方　　４０パーセント 

損害賠償額　市　　　　２６，７３０円 

　　　　　　　　　相手方　　１７，８２０円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市在住１名 

３　事由 

　　　市道舗装穴による車両破損事故 

　　　　発生日　令和６年４月１日 

　　　　場　所　射水市大江地内
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 専決処分

番    号
専決処分年月日 専決処分の内容

 

１８ 令和６年８月９日

１　和解及び損害賠償の内容 
　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　１２４，５０９円 
２　和解及び損害賠償の相手方 
　　　射水市外在住１名 
３　事由 
　　　刈払機での除草作業に伴う飛び石による 

車両破損事故 
　　　　発生日　令和６年６月１９日 
　　　　場　所　射水市立大島小学校
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報告第１３号 

　令和５年度射水市健全化判断比率の報告について 

　（説　明）　 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定により、令和５年度決算に基づく射水市の健全化判断比率を監査委員の意見を付けて、

議会に報告するもの。 

 
健全化判断比率 

（単位：％） 

備考 
１　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比

率が算定されない場合は、「－」を記載 
２　括弧内は、本市の早期健全化基準　 
　 
 
 

報告第１４号 

　令和５年度射水市資金不足比率の報告について 

　（説　明） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項

の規定により、令和５年度決算に基づく射水市水道事業会計、射水市下水道事業会計及び

射水市病院事業会計の資金不足比率を監査委員の意見を付けて、議会に報告するもの。 

 
資金不足比率 

備考　上記、いずれの会計も経営健全化基準は、２０．０％ 

 
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

 
― 

（１２．０２）

― 

（１７．０２）

９．３ 

（２５．０）

６１．７ 

（３５０．０）

 特別会計の名称 資金不足比率（％）

 水道事業会計 資金不足額なし

 下水道事業会計 資金不足額なし

 病院事業会計 資金不足額なし
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認定第 １ 号 

令和５年度射水市一般会計歳入歳出決算認定について 

 
認定第 ２ 号 

令和５年度射水市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
認定第 ３ 号 

令和５年度射水市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

認定第 ４ 号 

令和５年度射水市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
（以上４件の認定について一括説明） 

（決算＝地方自治法第２３３条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 
一般会計の収支差引残額 2,357,388,983 円には、継続費に係る繰越財源 19,248,000 円及び繰越明許

費に係る繰越財源 622,435,795 円を含むので、実質収支額は 1,715,705,188 円となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

予　算　現　額 収　入　済　額 支　出　済　額 収支差引残額

45,745,234,008 43,785,208,755 41,427,819,772 2,357,388,983

国民健康保険事業 7,892,907,000 7,694,621,216 7,584,375,593 110,245,623

後期高齢者医療事業 2,556,744,000 2,555,037,462 2,552,001,688 3,035,774

介護保険事業 9,547,691,000 9,562,683,900 9,479,400,384 83,283,516

小　　　　　計 19,997,342,000 19,812,342,578 19,615,777,665 196,564,913

65,742,576,008 63,597,551,333 61,043,597,437 2,553,953,896

会　　計　　名

一 般 会 計

合　　　　　　　計

特　

別　

会　

計
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認定第 ５ 号　 

令和５年度射水市水道事業会計決算認定について 

　（説　明） 

当年度水道事業収益　　　　　１，９８３，３５５，４７７円 …… (Ａ) 

当年度水道事業費用　　　　　１，７２０，１８１，８３２円 …… (Ｂ) 

差引当年度純利益　　　　　　　　２６３，１７３，６４５円 

 （ (Ａ)―(Ｂ) ） 

（決算＝地方公営企業法第３０条） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第 ６ 号　 

令和５年度射水市下水道事業会計決算認定について 

　（説　明） 

　　当年度下水道事業収益　　　３，９２８，１０６，４９１円 …… (Ａ) 

　　当年度下水道事業費用　　　３，５７５，３０５，８６７円 …… (Ｂ) 

　　差引当年度純利益　　　　　　　３５２，８００，６２４円 

　　 （ (Ａ)－(Ｂ) ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（決算＝地方公営企業法第３０条） 
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認定第 ７ 号 

　令和５年度射水市病院事業会計決算認定について　　 

　（説　明） 

　　当年度病院事業収益　　　　３，６９６，６９９，１４６円 

　　当年度病院事業費用　　　　３，８６９，１４４，８０６円 

　　差引当年度純損失　　　　　　　１７２，４４５，６６０円 

　　当年度未処理欠損金　　　　　　６９６，４７１，９９８円 …… (Ａ) 

 

　　欠損金処理額【欠損金処理計算書】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円 …… (Ｂ) 

　　　この結果、翌年度へ繰り越す欠損金（ (Ａ)－(Ｂ) ） 

         　　　　　　　　　　　 ６９６，４７１，９９８円 

　　　　　　　　　　　　　　　　（決算＝地方公営企業法第３０条） 

 


